
 

 

別表（第２条関係） 

その 39 

１ 補助金の名称 豊岡市住宅耐震リフォーム等補助金 

２ 交付の目的 市内に存する住宅（国、県、市及びその関係機関が所有す

る住宅を除く。以下「住宅」という。）の耐震改修を促進し、

安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。 

３ 内容及び対象経

費 

１ 居室等補強型住宅耐震リフォーム工事費補助 

  戸建住宅の耐震改修、リフォームに係る次の経費。ただ

し、豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金を受ける場合

は、補助対象外とする。 

 ⑴ 戸建住宅の居間又は寝室の壁補強工事（豊岡市住まい

の耐震化促進事業の補助対象として採用する工法又は

他の都道府県が同種の事業において採用する工法によ

る工事に限る。）に要する経費で、総額が 500,000 円以

上のものに限る。 

 ⑵ ⑴に掲げる壁補強工事と同時に行うリフォーム工事

部分に要する経費 

２ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型住宅耐震リフォ

ーム工事費補助 

  豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金の全体補強型耐

震改修工事費補助、部分補強型簡易耐震改修工事費補助又

は耐震改修計画・工事費パッケージ型補助と同時に行うリ

フォーム工事部分に要する経費 

３ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型建替工事費補助 

  建替工事に要する経費 

４ 対象者  市内業者により耐震改修工事を行う者で、次に掲げるいず

れかに該当する者 

１ 居室等補強型住宅耐震リフォーム工事費補助 

  豊岡市簡易耐震診断推進事業実施要綱（平成 17 年豊岡

市告示第 156 号）により行う耐震診断（以下、「簡易耐震

診断」という。）の評点が 1.0 未満の木造戸建住宅を所有

し、居住する者 

２ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型住宅耐震リフォ

ーム工事費補助 

  豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金の全体補強型耐



 

 

震改修工事費補助、部分補強型簡易耐震改修工事費補助又

は全体補強型パッケージ補助に係る補助金の交付決定を

受けた者 

３ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型建替工事費補助 

  豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金の建替工事費補

助に係る補助金の交付決定を受けた者 

５ 補助率又は補助

金等の額 

 予算の範囲内で、次に掲げる基準により補助する。 

１ 居室等補強型住宅耐震リフォーム工事費補助 

  補助事業の対象となる経費に補助率１/６を乗じた額又

は 500,000 円のいずれか低い額（1,000 円未満切捨て）。た

だし、65 歳以上の高齢者世帯のうち、市民税所得割非課税

世帯であり、かつ、身体障害者がいる世帯については、補

助事業の対象となる経費に補助率１/３を乗じた額又は

600,000 円のいずれか低い額(1,000 円未満切捨て)。 

２ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型住宅耐震リフォ

ーム工事費補助 

  補助事業の対象となる経費に補助率１/６を乗じた額又

は 300,000 円のいずれか低い額（1,000 円未満切捨て） 

３ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型建替工事費補助 

  定額500,000円 

６ 交付申請に添付

する書類 

１ 居室等補強型住宅耐震リフォーム工事費補助 

 ⑴ 工事概要書及び補助金算定書 

 ⑵ 耐震リフォーム工事費内訳書 

 ⑶ 所有者が高齢者の場合で、当該所有者の二等親以内の

親族が申請者となる場合は、所有者の年齢（生年月日）

及び所有者と申請者の関係が分かる書類（所有者の運転

免許証又はマイナンバーカードの表面等及び戸籍謄本、

戸籍抄本又は第三者による任意の証明書等） 

 ⑷ 豊岡市簡易耐震診断報告書の写し 

 ⑸ 現況写真 

 ⑹ 耐震リフォーム工事に係る図書 

 ⑺ 世帯全員の住民票及び所得課税証明書（65 歳以上の高

齢者世帯のうち、市民税所得割非課税世帯であり、かつ、

身体障害者がいる世帯のみ） 

 ⑻ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 



 

 

 ⑼ その他市長が必要と認める書類 
２ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型住宅耐震リフォ

ーム工事費補助 

 ⑴ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

３ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型建替工事費補助 

 ⑴ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

７ 交付申請の期限 市長が定める日 

８ 申請書への記載

を省略する事項 
なし 

９ 変更承認を要し

ない軽微な経費の

配分の変更 

⑴ 対象経費に係る工事以外のもの 

⑵ 対象経費に係る工事で交付決定額に変更がない範囲内

のもの 

10 変更承認を要し

ない軽微な内容の

変更 

⑴ 対象経費に係る工事以外のもの 

⑵ 対象経費に係る工事で交付決定額に変更がない範囲内

のもの 

11 実績報告書に添

付する書類 

１ 居室等補強型住宅耐震リフォーム工事費補助 

 ⑴ 補助金交付決定通知書の写し 

 ⑵ 耐震リフォーム工事請負契約書及び領収書の写し 

 ⑶ 工事完了写真 

 ⑷ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

 ⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型住宅耐震リフォ

ーム工事費補助 

 ⑴ 豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金のうち、全体補

強型耐震改修工事費補助、 部分補強型簡易耐震改修工

事費補助又は全体補強型パッケージ補助に係る補助金

交付決定通知書の写し 

 ⑵ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

３ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型建替工事費補助 

 ⑴ 豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金のうち、建替工

事費に係る補助金交付決定通知書の写し 

 ⑵ 委任状（代理人が申請手続きを行う場合） 



 

 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

12 概算払 不可 

13 規則の適用除外 なし 

14 その他 １ 豊岡市住まいの耐震化促進事業加算型住宅耐震リフォ

ーム工事費補助又は豊岡市住まいの耐震化促進事業加算

型建替工事費補助の補助金交付申請をする場合は、豊岡市

住まいの耐震化促進事業補助金の補助金交付申請と同時

に書類の提出をすること。 

２ 所有者が高齢者（交付対象年度の末日時点で満 65 歳以

上の者）の場合に限り、二親等以内の親族からの申請を可

能とする。 
３ この補助事業の事業期限は、令和11年３月31日までとす

る。 

 


